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市民の日 4月1日（H14.5.25制定）

身
近
な
相
談
相
手
、
民
生
委
員

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

民
生
委
員
は
自
ら
も
地
域
住
民

の
一
員
と
し
て
、
担
当
の
区
域
に

お
い
て
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る

方
の
安
否
確
認
や
見
守
り
、
子
ど

も
た
ち
へ
の
声
掛
け
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
生
活
上
の
心
配
ご

と
や
困
り
ご
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
耳
を
傾
け
、
相
談
内
容

に
応
じ
た
必
要
な
支
援
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
専
門
機
関
へ
の
“
つ

な
ぎ
役
”
と
な
り
ま
す
。

　

民
生
委
員
が
担
当
す
る
区
域
は
、

自
治
会
ご
と
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

相
談
が
あ
る
場
合
は
、
担
当
の
民

生
委
員
を
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
社
会
福
祉
課
（
７
階
）

☎
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１
５
７
１　
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⒇
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６
０
５

第
７
回
も
ば
ら
タ
ッ
チ
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
千
葉
県
大
会
は
10
月
！

　

今
年
度
の
「
も
ば
ら
タ
ッ
チ
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
千
葉
県
大
会
」
は
、

ス
ポ
ー
ツ
の
日
で
あ
る
10
月
９
日

㊊
㊗
に
開
催
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
広
報
も
ば
ら
８
月

１
日
号
に
て
お
知
ら
せ
す
る
予
定

で
す
。

問
体
育
課
（
９
階
）
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５
７
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発

医
薬
品
）
の
利
用
を
検
討
し
て

み
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先

発
医
薬
品
（
新
薬
）
の
特
許
が
切

れ
た
後
に
販
売
さ
れ
、
新
薬
と
同

等
の
効
き
目
を
持
つ
厚
生
労
働
省

に
認
め
ら
れ
た
低
価
格
な
薬
で
す
。

薬
の
形
や
色
、
添
加
剤
な
ど
は
変

更
し
て
も
よ
い
た
め
、
見
た
目
や

添
加
剤
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
有
効
性
や
安
全
性
に
違
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
薬
の
種
類
に
よ
っ
て

は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望

さ
れ
る
方
は
、
か
か
り
つ
け
の
医

師
や
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
加
入

者
の
負
担
軽
減
と
医
療
費
削
減
の

た
め
、『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ
』
を
一
部
の

方
に
送
付
し
ま
す
（
７
月
、
９

月
、11
月
の
３
回
予
定
）。
こ
れ
は
、

現
在
処
方
さ
れ
て
い
る
先
発
医
薬

品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
場
合
に
、
自
己
負
担
額

が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る
と
見

込
ま
れ
る
方
に
、
切
り
替
え
を
検

討
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
通
知
で
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）
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５
０
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６
０
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交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使

用
す
る
場
合
は
届
け
出
を

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
て
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
、
必
ず
そ
の

医
療
機
関
等
へ
負
傷
原
因
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

　

治
療
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険

証
を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す

が
、
そ
の
際
は
必
ず
市
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
傷
病
届
等
に
交
通
事

故
証
明
書
を
添
付
の
上
、
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
け
が
の
医

療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担
す

る
も
の
で
す
。
一
時
的
に
医
療
費

の
一
部
を
市
が
立
て
替
え
ま
す
が
、

市
が
負
担
す
べ
き
で
な
い
医
療
費

に
つ
い
て
、
そ
の
届
け
出
に
よ
り

加
害
者
や
損
害
保
険
会
社
に
過
失

割
合
に
応
じ
た
額
を
請
求
し
ま
す
。

　

国
保
財
政
の
適
正
な
運
用
の
た

め
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

～
負
傷
原
因
調
査
に
ご
協
力
を
～

　

市
で
は
、
適
正
な
保
険
給
付
の

た
め
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
も

と
に
負
傷
原
因
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
負
傷
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て

医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場

合
、
そ
の
負
傷
の
原
因
が
第
三
者

の
行
為
に
よ
る
も
の
か
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

負
傷
原
因
が
第
三
者
行
為
に
該

当
し
て
い
た
場
合
、
別
途
届
け
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３　
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１
６
０
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忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

　

軽
自
動
車
税
（
全
期
）
の
納
付

期
限
は
５
月
31
日
㊌
で
す
。
最
寄

り
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、
ス

マ
ホ
決
済
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知

書
は
５
月
12
日
㊎
に
発
送
し
ま
し

た
。
口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ

い
て
い
る
方
は
、
振
替
結
果
と
し

て
６
月
中
旬
に
軽
自
動
車
税
納
税

証
明
書
（
継
続
検
査
用
）
を
発
送

し
ま
す
。

　

ま
た
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
（
e�

L�-

Q�

R
）
を
利
用
し
た

納
付
も
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
「
地
方

税
お
支
払
サ
イ
ト
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）
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１
５
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０
９

夏
休
み
学
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

資
格
・
経
験
は
問
い
ま
せ
ん
！

◆
勤
務
内
容

　

夏
休
み
期
間
中
に
、
保
護
者
が

仕
事
の
時
間
帯
に
児
童
を
預
か
り
、

遊
び
や
学
習
を
通
し
て
健
全
な
育

成
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

◆
勤
務
時
間

　

月
～
土
曜
日
７
時
30
分
～
19
時

の
う
ち
、
週
３
日
程
度
・
５
時
間

程
度
の
シ
フ
ト
勤
務

◆
給
与

　

時
給
１
０
０
０
円

　

そ
の
他
処
遇
改
善
手
当
あ
り

◆
勤
務
地

　

夏
期
茂
原
（
総
合
市
民
セ
ン

タ
ー
）、
東
郷
、
豊
岡
学
童
ク
ラ

ブ
の
い
ず
れ
か

◆
雇
用
期
間

　

７
月
21
日
㊎
～
８
月
31
日
㊍

◆
応
募
条
件　
70
歳
未
満
の
方

◆
提
出
書
類

　

履
歴
書
、
職
務
経
歴
書

◆
選
考
方
法

　

書
類
選
考
（
１
次
審
査
）、
面

接
試
験
（
２
次
審
査
）

◆
提
出
期
限　
６
月
25
日
㊐

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

総
合
市
民
セ
ン
タ
ー

〒
２
９
７
－
０
０
２
２

茂
原
市
町
保
13
－
20

☎
�
９
５
１
１　

6
�
７
４
４
４
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